
大使館からのお知らせ（休館日の変更） 
 
 

在留邦人の皆様へ 
 

９日，リファーイ首相は犠牲祭に伴う当国の休日を１５日（月）から１９日（金）まで

とする旨発表しました。 

これを受けまして，当館の休館日も当初１６日から１８日までとしていましたが， 

１５日（月）も休館日とすることとし，その代替として当初休館日に指定していた 

１２月７日（イスラム暦元日）を通常通りの業務日とすることとなりましたのでご連絡

いたします。 


